
令和７年１０月 時津町農業委員会総会 

 

     日時 令和７年１０月２７日（月曜日）１４時～１４時４５分 

           場所 時津町役場第２庁舎４階大会議室  

１．開 会 

２．議 事             

日程第１ 議事録署名人の指名について 

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号１－３２号） 

日程第３ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号１－３３号） 

日程第４ 議案第３号 特定農地貸付けの承認申請（受付番号１－３４号） 

日程第５ 報告第１号 時効取得を原因とする農地の移転について(受付番号１－２９号) 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出(受付番号１－３０号) 

 報告第３号 農地転用届にかかる変更申出(受付番号１－３１号) 

 報告第４号 届出受理済証明願(受付番号１－３５号) 

３．出席委員         

  ○農業委員（１０名） 

       １番 朝長 克二     ２番 吉川 博美     ３番 坂本 敬治 

   ４番 小嶌 栄一     ５番 髙橋 達男     ６番 溝上 勝也 

   ７番 池田 稔      ８番 濵田 信（欠席）  ９番 渡辺 洋一 

  １０番 水口 直樹    １１番 辻 文美 

  ○農地利用最適化推進委員（３名） 

    １番 岳田 稔人     ２番 溝上 直美     ３番 植田 秀之 

４．議事録署名人  ７番 池田 稔   ９番 渡辺 洋一 
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皆さん、こんにちは。本日の出席委員は農業委員１０名、推進委員３名で

あります。会議規則第７条の規定の定数に達しておりますので、これより令

和７年１０月農業委員会総会を開催いたします。日程第１、議事録署名人の

指名を行います。議事録署名人は会議規則第１４条の規定に基づき、７番池

田委員、９番渡辺委員を指名いたします。日程第２、議案第１号を議題とし

ます。事務局は説明をお願いします。 

議案第１号について説明いたします。１ページをご覧ください。農地法第

３条の規定による許可申請です。譲受人は左底郷〇〇、〇〇さん、譲渡人は

左底郷〇〇、〇〇さん、農地は左底郷〇〇、地目は畑、地積は２００㎡、市

街化調整区域内の第２種農地です。売買による所有権の移転で設定期間は永

久です。申請理由は、譲渡人は農業を行わないため、譲受人は農地を集積し

効率的に利用するためです。農作業従事者は６名で、従事日数は６名合計で

年間９３０日、所有権移転後の譲受人経営面積は２４，２０７㎡です。２ペ

ージ以降は許可申請書です。作付け予定作物は野菜、柑橘・びわ、世帯員・

常時雇用は本人以外の５名、臨時雇用は２名です。農作業への従事状況は譲

受人夫婦とその親夫婦、子ども２人の６名で、あわせて年間９３０日農業に

従事します。周辺地域との関係としましては隣接する自己農地や周辺農家と

同様の栽培方法で行うため周辺農地に影響はありません。地域との役割分担

の状況は農業の維持発展のため共有施設の維持管理や獣害被害対策について

周辺農家と協力することとしています。７ページは「農地法その他の農業に

関する法令の遵守状況」ですが関係法令の違反はありません。８ページは位

置図です。〇〇から南西方向に進んだ先で〇〇の西側付近の農地です。９ペ

ージは現況写真、１０ページは売買契約書の写しです。議案第１号の説明は

以上です。 
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〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇議 長 

本件に関し、ご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら議案第１

号に賛成の方の挙手を求めます。賛成多数と認めます。よって議案第１号は

許可することといたします。日程第３、議案第２号を議題とします。事務局

は説明をお願いします。 

議案第２号について説明いたします。１２ページをご覧ください。農地法

第３条の規定による許可申請です。譲受人は久留里郷〇〇、〇〇さん、譲渡

人は浦郷〇〇、〇〇さん、農地は子々川郷〇〇ほか１筆、地目は畑、地積合

計は３６４０㎡、市街化調整区域内の第２種農地です。売買による所有権の

移転で設定期間は永久です。申請理由は、譲渡人は耕作を継続できないた

め、譲受人は市民農園の開設及び新規就農のためです。農作業従事者は１名

で従事日数は１５０日、所有権移転後の譲受人経営面積は３，６４０㎡で

す。１３ページ以降は許可申請書です。作付け予定作物は野菜です。○○の

農地は市民農園として使用予定です。農作業への従事状況は譲受人が年間１

５０日農業に従事します。周辺地域との関係としましては近隣農地へ各影響

を及ぼさないよう水の利用及び排水について地域関係者との調整を行い、航

空防除や共同防除等の病害虫の防除計画を把握することや農園借受者が周辺

住民、周辺農地に迷惑を及ぼさないよう指導することとしています。地域と

の役割分担の状況は地域の農業維持発展に関する話し合いへの参加や貸農園

経営による一般利用者へ農作業の周知作業を行うとのことです。１８ページ

は「農地法その他の農業に関する法令の遵守状況」ですが関係法令の違反は

ありません。１９、２０ページは位置図です。○○の西北側付近の農地で

す。２１ページは地籍図です。○○を市民農園とし、○○で野菜の栽培を行

う予定です。○○は娘夫婦の宅地となっています。２２ページは現況写真で

す。○○は段々畑状となっています。議案第２号の説明は以上です。 

次の議案も関連がありますので事務局は第３号議案も続けて説明をお願い



 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇議 長 
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〇議 長 

〇事務局 
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〇事務局 

〇１１番 

 

〇事務局 

します。 

議案第３号について説明いたします。２４ページをご覧ください。特定農

地貸付けの承認申請書です。申請者は議案第２号の譲受人の○○さん、農地

は子々川郷○○、地目は畑、地積は３０８３㎡、市街化調整区域内の第２種

農地です。申請者は市民農園（貸農園）を開設すべく、承認申請書を提出す

るものです。２５ページ以降は特定農地貸付の承認申請書です。○○さんが

１０月１０日に町と貸付協定を締結し、農業委員会へ承認申請書を提出して

います。２６ページは特定農地貸付規程です。○○さんが行う特定農地貸付

の実施・運営に関し、規程を定めています。３２ページは利用計画図です。

市民農園は１区画を１７０～２４０㎡とし、９区画を貸農園とする予定で

す。３５ページは貸付協定書です。令和７年１０月１０日付けで町と市民農

園の適正管理・運営に関して貸付協定を締結しています。この中で開設者が

借受者に農地の適正管理や周辺農地に迷惑がかからないよう指導することと

されています。議案第３号の説明は以上です。 

担当地区の委員から報告はありませんか。 

ここの農地は以前は荒れていましたが、重機で開墾し、段々畑に整地し、

その後、防草シートを貼り、きれいに管理をされています。 

駐車場はあるのか。 

宅地の横に３台ほど駐車できますが、そのほか、区画をとっていない部分

がありますが、ここを今後、駐車場とすることも考えられています。 

貸付料は妥当な額なのか。 

町のふれあい農園と比較すると高くはありません。 

借手がつかない区画はどうなるのか。適切な管理ができていない場合はど

うなるのか。 

借手がつかない区画は開設者が管理することとなり、適切な管理が行われ
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ない場合は、協定が廃止されます。 

第２号議案、第３号議案について、ほかに、ご質問、ご意見はありません

か。ないようでしたら議案第２号、第３号に賛成の方の挙手を求めます。賛

成多数と認めます。よって議案第２号、第３号は許可、承認することといた

します。日程第５、報告が４件あります。事務局は説明をお願いします。 

報告事項について説明いたします。まず、報告第１号ですが、３８ページ

をご覧ください。時効取得を原因とする農地の移転です。権利者は日並郷○

○、○○さん、義務者は長崎市立岩町○○、○○さん、農地は日並郷○○、

地目は畑、地積は１１６㎡です。３９ページは長崎地方法務局からの通知で

す。通知日は令和７年９月１２日、受付年月日は令和７年９月５日、登記原

因日付は平成１６年８月１１日の時効取得、登記の目的は所有権移転です。

届出農地は○○の東側付近の農地です。今回時効取得された農地は平成２５

年９月に○○さんが相続していますが、隣の宅地に平成１６年８月に転入さ

れた○○さんが転入後から継続して管理を続けており、今回、時効取得をさ

れています。 

次に報告第２号ですが４１ページをご覧ください。農地法第３条の規定に

よる届出、相続による所有権の移転です。相続人は西時津郷○○、○○さ

ん、被相続人は同住所、夫の○○さん、届出農地は西時津郷○○、地目は

畑、地積は１４２㎡です。権利を取得した日は令和７年９月１０日、所有権

移転登記申請を行った日です。権利を取得した事由は令和７年５月２８日の

相続です。農業委員会によるあっせんの希望はありません。４２ページは届

出書、４３ページは位置図です。届出農地は○○の南側付近の農地です。 

次に報告第３号ですが４４ページをご覧ください。農地転用届にかかる変

更申出書です。賃借人は長崎市大橋町○○、○○さん、賃貸人は長崎市三原

○○、○○さん、農地は元村郷○○、地目は畑、地積は１２８㎡です。賃借
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人、賃貸人は工期延長のため申出を行うものです。変更前の一時転用期間は

令和５年４月１２日から令和７年１０月３１日まで、変更後は令和８年６月

３０日までと、転用期間を６カ月延長するものです。こちらは令和６年１０

月に１０カ月の期間延長を行っていましたが、再度の延長となります。４５

ページは申出書、４６ページは現況写真です。○○から○○方面に入るとこ

ろの橋の架替工事を行うため、申請農地に仮設の橋を設置しています。 

次に報告第４号ですが４７ページをご覧ください。受理済証明願です。願

出人は長崎市三京町○○、○○さん、農地は元村郷○○、地目は田、面積は

２００㎡です。願出人は登記地目変更のため証明願を提出するものです。証

明願提出日は令和７年１０月１４日、証明日も１０月１４日です。４８ペー

ジは証明願です。該当農地については平成３年１０月１１日付で農地法第５

条届出を受理しており、○○さんから○○さんへ所有権を移転し、駐車場及

び道路用地への転用を行っています。届出農地は○○裏の農地です。４９ペ

ージは平成３年１０月１１日付の農地法第５条の農地転用届出書です。以上

で報告事項の説明を終わります。 

報告事項についてご質問、ご意見はありませんか。 

報告第１号はどのような経緯で時効取得となったのか。 

時効取得された農地は、平成１６年８月に隣の宅地に転入された○○さん

が管理されており、該当農地は平成２５年９月に長崎市在住の○○さんが相

続していますが、その後も○○さんが管理を続けてきたため、○○さんと○

○さんが協議をし、法務局に連名で時効取得の申請をされています。 

ほかにありませんか。ないようでしたら、報告を終わります。以上を持ち

まして、本日の総会は閉会します。次回の総会は１１月２５日（火）午前１

０時から第２庁舎３階会議室で開催します。 

 

 

 


